
○ カジノ管理委員会の設置後、国⼟交通⼤⾂は、基本⽅針を策定し、公表。
○ 都道府県等は、実施⽅針を策定しＩＲ事業者を選定。さらに、地域における⼗分な合意形成を⾏った上で、ＩＲ事業者と

共同して区域整備計画を作成し、認定を申請。
⼗分な合意形成の例：協議会における協議、⽴地市町村等との協議・同意、公聴会の開催、認定申請についての都道府県等議会の議決、
(申請主体が都道府県の場合)⽴地市町村の同意 等 （⽴地市町村の同意は条例でその議会の議決事項とすることも可能）

○ 国⼟交通⼤⾂は、公正かつ客観的な審査により区域整備計画を認定（認定区域整備計画の上限数は３）。
○ カジノ管理委員会は、厳格な免許審査（徹底した背⾯調査等）を⾏った上で、カジノ免許を付与。
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開業までのプロセス
　ＩＲ推進本部事務局資料


